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 署　　　　長 池川　雅昭 局調査二・調査22・統括官 個人３統括官 土谷　元希 ( 留任 )

 副　署　長 大西　惠子 局総務・税務相談室・相談官 個人４統括官 松井　智史 住吉・個人２・統括官

 副　署　長 大田　信二 ( 留任 ) 個人５統括官 福田　勝行 ( 留任 )

 総 務 課 長 中川　寛宣 豊能・資産１・統括官 個人６統括官 岩佐　啓志 ( 留任 )

 管運１統括官 上野　貴史 港・法人３・統括官 個人連調官 今村　天音 門真・個人４・上席

 管運２統括官 西出　克巳 神戸・管運２・統括官 資産１統括官 西原　耕治 局総務・企画・情技官

 管運３統括官 木村　勝成 ( 留任 ) 資産２統括官 中井　宏維 ( 留任 )

 管運連調官 大浦　加代 東成・管運・総括上席 法人１統括官 松原　輝尚 ( 留任 )

 徴収統括官 三木　敬広 東成・徴収・統括官 法人２統括官 大﨑　克之 尼崎・法人３・統括官

 個 人 特 官 今倉　康博 八尾・特官 (個 )・特官 法人３統括官 西村　真紀子 局査察・査察広域・主査

 個人１統括官 坂本　雄二 ( 留任 ) 法人４統括官 鈴木　実 ( 留任 )

 個人２統括官 井原　久之 ( 留任 ) 法人連調官 井上　佳子 ( 留任 )

 課・部門・職名 氏　　名 旧任署・職名 課・部門・職名 氏　　名 旧任署・職名

葛城税務署　転入者一覧表
平成29年7月10日付

着
任
の
ご
あ
い
さ
つ

葛
城
税
務
署
長

　池
川

　雅
昭
　

　
こ
の
度
の
人
事
異
動
に
よ
り
、
葛
城
税
務
署
長
を
拝
命
い
た
し
ま

し
た
池
川
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
初
秋
の
候
、
公
益
社
団
法
人
葛
城
納
税
協
会
並
び
に
葛
城
納
税
貯

蓄
組
合
連
合
会
会
員
の
皆
様
方
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
益
々
ご
清
祥

の
こ
と
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

　
平
素
は
、
税
務
行
政
全
般
に
わ
た
り
ま
し
て
、
深
い
ご
理
解
と
多
大
な
ご
協
力
を
賜
り
、
心

か
ら
お
礼
と
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　
歴
史
と
伝
統
あ
る
当
地
で
税
務
行
政
に
携
わ
る
機
会
を
得
ま
し
た
こ
と
を
、
大
変
光
栄
に
感

じ
ま
す
と
と
も
に
、
六
市
五
町
一
村
も
の
広
範
な
地
域
を
管
轄
す
る
署
長
と
し
て
、
責
任
の
重

大
さ
を
痛
感
し
、
ま
さ
に
身
の
引
き
締
ま
る
思
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　
皆
様
方
の
お
力
添
え
を
い
た
だ
い
て
職
務
を
果
た
し
て
参
り
た
い
と
存
じ
ま
す
の
で
、
温
か

い
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、最
近
の
税
務
行
政
を
取
り
巻
く
環
境
は
、企
業
活
動
や
経
済
取
引
を
巡
る
高
度
化
、

複
雑
化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
な
ど
の
進
展
に
よ
り
、
大
き
く
変
化
し
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
消
費
税
率
の
10
％
へ
の
引
上
げ
及
び
軽
減
税
率
制
度
が
、
平
成
31
年
10
月
か
ら
の
実

施
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
円
滑
な
実
施
が
求
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

　
私
ど
も
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
革
に
柔
軟
に
対
応
し
、「
適
正
・
公
平

な
課
税
の
実
現
」
と
「
期
限
内
納
付
の
確
保
」
に
向
け
、
職
員
一
丸
と
な
り
最
善
を
尽
く
す
と

と
も
に
、
国
税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
（
ｅ—

Ｔ
ａ
ｘ
）
に
つ
き
ま
し
て
も
、
一
層
の
普
及

及
び
定
着
に
向
け
て
努
め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
う
か
今
後
と
も
、
税
務
行
政

の
円
滑
な
運
営
の
た
め
に
、
な
お
一
層
の
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ
う
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

　
結
び
に
当
た
り
ま
し
て
、
公
益
社
団
法
人
葛
城
納
税
協
会
並
び
に
葛
城
納
税
貯
蓄
組
合
連
合

会
の
今
後
益
々
の
ご
発
展
と
皆
様
方
の
ご
健
勝
並
び
に
ご
事
業
の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た

し
ま
し
て
、
着
任
の
あ
い
さ
つ
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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税務署からのお知らせ

国税のクレジットカード納付には
　　　　  の利用が便利です

　平成 29 年６月以降、e-Tax（国税電子申告・納税システム）から「国税クレジットカードお支

払サイト」（注）にアクセスできるようになりました。

　これにより、e-Tax を利用して徴収高計算書データを送信することで、源泉所得税についてもク

レジットカード納付手続が行えます。

　（注） 「国税クレジットカードお支払サイト」とは、国税庁長官が指定した納付受託者（トヨタファ

イナンス株式会社）へ、国税の納付の立替払いを委託する手続を行うための専用サイトです。

◉クレジットカード納付では、納付税額に応じた決済手数料がかかります（最初の１万円までは

76 円（消費税別）、以後１万円を超えるごとに 76 円（消費税別）が加算されます。）。

　※決済手数料は、国の収入になるものではありません。

◉クレジットカード納付ができる金額は、1,000 万円未満、かつ、ご利用になるクレジットカード

の決済可能額以下の金額（決済手数料を含む）です。

◉利用可能なクレジットカードは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Club、

TS CUBIC CARD です。

◉クレジットカード納付では、領収証書は発行されません。

　領収証書が必要な方は、最寄りの金融機関又は税務署の窓口で納付してください。

◉「国税クレジットカードお支払サイト」での納付手続が完了すると、その納付手続の取消しはで

きません。

◉納付手続の完了後、その納付手続により納付済となった国税については、納税の猶予等を受ける

ことはできません。

◉金融機関や税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。

◉クレジットカード納付をしてから、納付済の納税証明書の発行が可能となるまで、３週間程度か

かる場合があります。

◉ e-Tax から「国税クレジットカードお支払サイト」にアクセスした場合、①納付区分番号、

　②税金の種類、③課税期間、④納付税額の情報が引き継がれます。

　※ e-Tax から「国税クレジットカードお支払サイト」に住所・氏名及び整理番号の情報は引き

継がれません。

　詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）をご覧ください。
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（例） 納税者本人の給与収入が 1,120 万円以下の場合（合計所得金額が 900 万円以下の場合）

○改正所得税について

　　働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特

別控除の見直しを行います。

　　　※　平成 30 年分以後の所得税について適用します。

　●　納税者本人が受ける控除額

　　所得控除額 38 万円の対象となる配偶者の給与収入の上限を、150万円に引き上げます。（現

行 103 万円）

 

　●　納税者本人の所得制限

　　配偶者控除等の適用される納税者本人に収入制限を設けることとし、給与収入（合計所得金額

が）1,120 万円（900 万円）を超える場合には以下の表のとおり控除額が減額する仕組みです。

（
合
計
所
得
金
額
）

納
税
者
本
人
の
給
与
収
入

配偶者控除※ 配偶者特別控除

（単位：万円）

38

26

13

－

38

26

13

－

36

24

12

－

31

21

11

－

26

18

9

－

21

14

7

－

16

11

6

－

11

8

4

－

6

4

2

－

3

2

1

－

－

－

－

－

～103
（～38）

～150
（～85）

～155
（～90）

～160
（～95）

～167
（～100）

～175
（～105）

～183
（～110）

～190
（～115）

～197
（～120）

～201
（～123）

201～
（123～）

～1,120
（～900）

～1,170
（～950）

～1,220
（～1,000）

1,220～
（1,000～）

※老人配偶者控除については、納税者本人の給与収入（合計所得金額）が、①～1,120万円（～900万円）の場合、控除額48万円、②1,120～1,170万円（900～950万円）の
　場合、控除額32万円、③1,170万円～1,220万円（950～1,000万円）の場合、控除額16万円、④1,220万円超（1,000万円超）の場合、適用なし。
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160（95）

167（100）

175（105）
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190（115）

197（120）

配偶者の給与収入
（合計所得金額）
（万円）

201（123）
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（123）
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（76）
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（85）
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（38）

配偶者特別控除

納税者本人の控除額

配偶者控除※（万円）
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26

21

16

11

6

38

3

0

※老人配偶者控除の場合、48万円
（現行制度どおり）

配偶者の給与収入（合計所得金額）
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森本協会長の開会挨拶杉本署長の来賓祝辞 優績社員感謝状贈呈式

平
成
29
年
５
月
24
日
（
水
）
橿
原
観
光
ホ
テ
ル
に
於
い
て
、
葛
城
税
務
署
長
を
は
じ
め

多
数
の
来
賓
を
お
迎
え
し
、
第
７
回
定
時
総
会
を
開
催
。

第７回定時総会・第30回理事会開催

平成28年度事業報告及び決算の承認、役員改選（案）
等承認される

　
森
本
会
長
が
議
長
と
な
り
業
務
執
行
理

事
よ
り
の
総
会
議
決
権
数
報
告
に
続
い
て

議
案
の
審
議
に
入
っ
た
。

　
第
１
号
議
案
平
成
28
年
度
事
業
報
告
及

び
決
算
の
承
認
の
件
、
第
２
号
議
案
理
事

85
名
選
任
の
件
、
第
３
号
議
案
監
事
３
名

選
任
の
件
、
第
４
号
議
案
平
成
29
年
度
常

勤
役
員
の
報
酬
等
に
関
す
る
件
に
つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
審
議
さ
れ
各
議
案
と
も
異
議
な

く
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
平
成
29
年
度
事
業
計
画
及
び
収

支
予
算
の
報
告
の
件
に
つ
い
て
報
告
が
な

さ
れ
た
。

　
総
会
議
案
終
了
後
、
納
税
協
会
福
祉
制

度
受
託
会
社
の
優
績
社
員
感
謝
状
の
贈
呈

式
が
執
り
行
わ
れ
、
杉
本
葛
城
税
務
署
長

の
来
賓
祝
辞
の
後
、
閉
会
と
な
っ
た
。

　
続
い
て
第
30
回
理
事
会
を
開
催
、
森
本

理
事
が
議
長
と
な
り
、
理
事
会
議
決
権
数

報
告
の
後
、
議
案
の
審
議
に
入
っ
た
。

　
第
１
号
議
案
代
表
理
事
等
の
役
員
の
選

定
に
関
す
る
件
、
第
２
号
議
案
行
政
庁
に

提
出
す
る
定
期
提
出
書
類
の
承
認
の
件
に

つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
説
明
が
な
さ
れ
異
議
な

く
満
場
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

　
こ
の
後
、
意
見
交
換
会
で
は
、
河
村
副

会
長
の
開
宴
の
挨
拶
に
続
き
、
石
橋
筆
頭

副
署
長
の
乾
杯
が
行
わ
れ
、
終
始
和
や
か

な
雰
囲
気
の
中
、
新
体
制
で
の
交
流
会
と

な
り
、
高
瀬
副
会
長
の
中
締
め
が
行
わ
れ
、

盛
会
裏
に
終
了
し
た
。
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［
葛
城
納
税
協
会
事
業
報
告
］

　
◇
第
10
回
常
任
理
事
会

　
　
　
日
時
：
１
月
16
日
（
月
）
16
時
～

　
　
　
場
所
：
橿
原
観
光
ホ
テ
ル

◇
新
年
賀
詞
交
歓
会

　
　
日
時
：
１
月
16
日
（
月
）
17
時
～

　
　
場
所
：
橿
原
観
光
ホ
テ
ル

　
◇
第
28
回
理
事
会
（
予
算
理
事
会
）

　
　
　
日
時
：
３
月
21
日
（
火
）
13
時
30
分
～

　
　
　
場
所
：
納
税
協
会
２
Ｆ
会
議
室

　
◇
正
副
会
長
・
監
事
会
議

　
　
　
日
時
：
３
月
21
日
（
火
）
14
時
45
分
～

　
　
　
場
所
：
納
税
協
会
１
Ｆ
役
員
室

　
◇
平
成
28
年
度
納
税
協
会
事
業
及
び
会
計
監
査

　
　
　
日
時
：
４
月
13
日
（
木
）
９
時
30
分
～

　
　
　
場
所
：
納
税
協
会
１
Ｆ
役
員
室
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◇
第
29
回
理
事
会
（
決
算
理
事
会
）

　
　
　
日
時
：
４
月
26
日
（
水
）
11
時
～

　
　
　
場
所
：
納
税
協
会
２
Ｆ
会
議
室

◇
第
１
回
福
祉
制
度
委
員
会

　
　
日
時
：
５
月
10
日
（
水
）
17
時
～

　
　
場
所
：
割
烹
ふ
た
か
み

　
◇
第
31
回
理
事
会

　
　
　
日
時
：
７
月
25
日
（
火
）
16
時
30
分
～

　
　
　
場
所
：
橿
原
観
光
ホ
テ
ル

　
◇
名
刺
交
歓
会
・
意
見
交
歓
会

　
　
　
日
時
：
７
月
25
日
（
火
）
17
時
～

　
　
　
場
所
：
橿
原
観
光
ホ
テ
ル
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［
葛
城
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
事
業
報
告
］

◇
葛
城
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
役
員
会

　
　
日
時
：
５
月
11
日
（
木
）
13
時
30
分
～

　
　
場
所
：
納
税
協
会
１
Ｆ
役
員
室

　
◇
葛
城
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
定
時
総
会

　
　
　
日
時
：
６
月
８
日
（
木
）
17
時
～

　
　
　
場
所
：
ヴ
ェ
ル
デ
辻
甚

　
◇
中
学
生
の
「
税
に
つ
い
て
の
作
文
」
募
集
依
頼

　
　
　
日
時
：
６
月
13
日
（
火
）
～
６
月
29
日
（
木
）

　
　
　
場
所
：
葛
城
署
管
内
中
学
校



78

［
各
部
会
事
業
概
要
］

《
青
色
申
告
部
会
・
葛
城
優
青
会
》

　
◇
青
色
申
告
部
会
・
葛
城
優
青
会
・
葛
城
納
税
貯
蓄
組
合
連
合
会
合
同
研
修
会

　
　
　
日
時
：
１
月
31
日
（
火
）
14
時
～

　
　
　
場
所
：
納
税
協
会
２
Ｆ
会
議
室

　
◇
確
定
申
告
期
地
区
相
談
会
場
等
受
付

　
　
　
日
時
：
２
月
16
日
（
木
）
～
３
月
３
日
（
金
）

　
　
　
場
所
：
橿
原
市
商
工
経
済
会
館
　
他

　
◇
確
定
申
告
期
地
区
相
談
会
場
事
務
改
善
検
討
会
議

　
　
　
日
時
：
３
月
28
日
（
火
）
10
時
30
分
～

　
　
　
場
所
：
納
税
協
会
２
Ｆ
会
議
室

　
◇
青
色
申
告
部
会
会
計
監
査

　
　
　
日
時
：
４
月
21
日
（
金
）
10
時
～

　
　
　
場
所
：
納
税
協
会
１
Ｆ
事
務
室

　
◇
葛
城
優
青
会
会
計
監
査

　
　
　
日
時
：
４
月
21
日
（
金
）
13
時
～

　
　
　
場
所
：
納
税
協
会
１
Ｆ
事
務
室
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◇
青
色
申
告
部
会
・
葛
城
優
青
会
定
時
総
会
並
び
に
合
同
研
修
会

　
　
　
日
時
：
５
月
18
日
（
木
）
16
時
～

　
　
　
場
所
：
割
烹
ふ
た
か
み

《
葛
城
法
友
会
・
調
査
部
法
人
部
会
》

　
◇
葛
城
法
友
会
臨
時
総
会
（
優
良
申
告
法
人
表
敬
披
露
会
）

　
　
　
日
時
：
１
月
23
日
（
月
）
15
時
～

　
　
　
場
所
：
橿
原
観
光
ホ
テ
ル

　
◇
調
査
部
法
人
部
会
・
葛
城
法
友
会
合
同
研
修
会
（
講
演
会
）

　
　
　
日
時
１
月
23
日
（
月
）
16
時
～

　
　
　
場
所
：
橿
原
観
光
ホ
テ
ル

　
◇
葛
城
法
友
会
・
調
査
部
法
人
部
会
合
同
役
員
会

　
　
　
日
時
：
４
月
18
日
（
火
）
18
時
～

　
　
　
場
所
：
一
旬
菜
Ｔ
Ｅ
Ｃ

　
◇
葛
城
法
友
会
・
調
査
部
法
人
部
会
定
時
総
会
並
び
に
合
同
研
修
会
（
講
演
会
）

　
　
　
日
時
：
６
月
６
日
（
火
）
15
時
～

　
　
　
場
所
：
橿
原
観
光
ホ
テ
ル



910

　
◇
葛
城
法
友
会
・
調
査
部
法
人
部
会
合
同
管
外
視
察
研
修

　
　
　
日
時
：
８
月
25
日
（
金
）

　
　
　
場
所
：
高
野
山

《
青
年
部
会
》

　
◇
青
年
部
会
役
員
会

　
　
　
日
時
：
３
月
６
日
（
月
）
19
時
～

　
　
　
場
所
：
旬
味
の
鮨
ま
る
み

　
◇
青
年
部
会
事
業
部
会
幹
事
会

　
　
　
日
時
：
４
月
25
日
（
火
）
19
時
～

　
　
　
場
所
：
旬
味
の
鮨
ま
る
み

　
◇
青
年
部
会
新
役
員
会

　
　
　
日
時
：
５
月
９
日
（
火
）
19
時
～

　
　
　
場
所
：
日
本
料
理
市
藤

　
◇
青
年
部
会
定
時
総
会

　
　
　
日
時
：
６
月
２
日
（
金
）
18
時
～

　
　
　
場
所
：
ヴ
ェ
ル
デ
辻
甚
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◇
青
年
部
会
租
税
教
育
推
進
部
会
幹
事
会

　
　
　
日
時
：
６
月
30
日
（
金
）
19
時
～

　
　
　
場
所
：
旬
味
の
鮨
ま
る
み

　
◇
青
年
部
会
研
修
部
会
幹
事
会

　
　
　
日
時
：
７
月
５
日
（
水
）
19
時
～

　
　
　
場
所
：
日
本
料
理
市
藤

　
◇
青
年
部
会
厚
生
部
会
幹
事
会

　
　
　
日
時
：
８
月
29
日
（
火
）
18
時
30
分
～

　
　
　
場
所
：
旬
味
の
鮨
ま
る
み

《
資
産
税
部
会
》

　
◇
資
産
税
部
会
役
員
会

　
　
　
日
時
：
７
月
19
日
（
水
）
18
時
～

　
　
　
場
所
：
橿
原
観
光
ホ
テ
ル

【今後の事業予定】

○　奈良県下優良申告法人会 合同親睦ゴルフコンペ
　　 日時 : 平成 29 年 10 月 6 日 ( 金 )
　　 場所 : 奈良国際ゴルフクラブ

○　青色申告会・葛城優青会合同管外視察研修
　　 日時 : 平成 29 年 10 月 12 日 ( 木 )
　　 場所 : トヨタ会館ほか

○　奈良県下青年部会 ( 第 2 回 ) 交流会
　　 日時 : 平成 29 年 10 月 13 日 ( 金 )
　　 場所 : 奈良市内

○　平成 29 年度 改正法人税法等説明会
　　 日時 : 平成 29 年 10 月 18 日 ( 水 )
　　 場所 : 奈良県産業会館

○　資産税部会研修会
　　 日時 : 平成 29 年 10 月 27 日 ( 金 )
　　 場所 : 橿原神宮　養正殿

○　青年部会親睦ゴルフコンペ
　　 日時 : 平成 29 年 11 月 3 日 ( 金 )
　　 場所 : グランデージゴルフ倶楽部

○　平成 29 年度 納税表彰式
　　 日時 : 平成 29 年 11 月 20 日 ( 月 )
　　 場所 : 橿原神宮　養正殿

○　年末調整説明会・消費税軽減税率制度説明会
　　 日時 : 平成 29 年 11 月 21 日 ( 火 )
　　 場所 : 橿原万葉ホール

○　年末調整説明会・消費税軽減税率制度説明会
　　 日時 : 平成 29 年 11 月 22 日 ( 水 )
　　 場所 : 奈良県産業会館

○　中学生の「税についての作文」表彰式
　　 日時 : 平成 29 年 12 月 5 日 ( 木 )
　　 場所 : 橿原観光ホテル

年末調整説明会及び軽減税率制度説明会の日程について

会場名 所在地
年末調整説明会 軽減税率制度説明会

日時 日時

かしはら万葉ホール
（ロマントピアホール）

橿原市小房町11-5
11/21
（火）

13：30～
15：30

11/21
（火）

15：30～
16：30

奈良県産業会館 大和高田市幸町2-33
11/22
（水）

13：30～
15：30

11/22
（水）

15：30～
16：30
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新規加入会員
H29.1.1 ～ H29.7.31

合計５社

代表者名 支部名法　人　名 代表者名 支部名法　人　名

(宗)浄土真宗本願寺派 蓮生山 圓立寺 生田　宏史

(株)クリア 時吉　貴幸

(株)ミルクス 金子　太一

(株)藤忠工業 藤本　修二

(医)修仁会 吉野歯科クリニック 吉野　修史

橿　　原

橿　　原

橿　　原

橿　　原

高　　市

合計１４名

髙垣印刷 髙垣　茂雅
割烹　佐藤 砥出　竜介
 山中　　豊
 山本　　尚
森電気商会 森　　康男
上田登記測量事務所 上田　敬三
髪商零 Zero 井学　利弘
宇都宮事務所 宇都宮　忠
 中村　尚美
自然の里レストラン 吉田　貴美
松本歯科クリニック 松本　光彦
巽建設 巽　　浩彰
Carmax148　石葉保険事務所 石葉　幸次
 橋本　高二

【法人】 H29.1.1 ～ H29.7.31【個人】

橿　　原
橿　　原
橿　　原
橿　　原
橿　　原
橿　　原
橿　　原
橿　　原
御　　所
御　　所
北 葛 北
北 葛 北
北 葛 南
北 葛 南

税の相談日を開設
相談費用は無料

　公益社団法人 葛城納税協会では、平成 29 年 10 月から「税の相談日」を次のとおり開設しますの
でふるってご利用ください。

　　○時  　間：13 時～ 16 時（原則として、相談１回あたり 30 分程度）
　　○場　  所：公益社団法人 葛城納税協会　１階相談室
　　○担　  当：近畿税理士会 葛城支部の税理士
　　○そ の 他：相談は無料ですが、事前予約が必要でございますので、事務局までご連絡ください。
　　○相談日程

＊平成 30 年２月から３月の間は、確定申告期のため開設いたしませんが、平成 30 年４月から開設予
定でございます。
　なお、現在、当納税協会２階の近畿税理士会葛城支部におきまして、原則として毎週火曜日の 13
時から 16 時の間に、同支部主催によります「税の相談日」を開設しておりますので、併せてご案内
させていただきます。

平成 29 年

10 月 ５日（木）・19 日（木）・26 日（木）

11 月 ２日（木）・ ９日（木）・16 日（木）・30 日（木）

12 月 ７日（木）・14 日（木）・21 日（木）

平成 30 年 １月 11 日（木）・18 日（木）・25 日（木）
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会
社
探
訪

確かなものだけをお届けしたい
株式会社 鞄工房山本

　また、作業手順について山本社長にお伺
いすると、「まず、牛半頭分の革 ( 主に南米
産 ) の特性や繊維の方向などを見極めなが
ら、最適な部位でランドセルの大きなパー
ツを裁断するための「型入れ」から始まり
ます。この工程は、「型入れができてこそ一
流の職人」と言われるくらい、習得には長
年の経験が必要なこともあり、現在、当社
でこの工程ができるのは私だけですが、後
継者を育成するためにも、今後は若いスタッ
フに技術を伝えていくつもりにしています。
次に、自動裁断機 ( スイス製 ) に型入れした
データを入力し、革をメスで高速かつ高精
度に裁断して各パーツを作り、そこから多
くの工程を経てランドセルが完成します。」
とのことでした。
　「奈良工房」にお邪魔すると、若い年代の
社員さんが目をキラキラさせて、キビキビ
した動きで仕事をされている中、皆さんか
ら明るいご挨拶をいただきました。
最後に、社員さんの年齢構成などについて
山本社長にお伺いすると、「本年度も新卒者
を７名採用した結果、私を含め社員数は 60
名で平均年齢は 37 歳です。年齢構成では、
40 歳以上の社員は私を含めて 26 名で、ほ
とんどが20～30歳代の若い社員です。ただ、
ご覧になってもお分かりのとおり、モノづ

くりが大好きな社員ばかりで、向上心が高
く、新しい作業もどんどん吸収し、工房全
体で髙い技術水準を維持しています。有難
いことに、当社の製品は品質的にも高い評
価を得ています。」というお話を聞き、これ
が『確かなものだけをお届けしたい』とい
う会社理念を実践されて事業を拡大されて
いる所以と感じました。
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会
社
探
訪

確かなものだけをお届けしたい
株式会社 鞄工房山本

　株式会社鞄工房山本は、先代が昭和 24 年に外地から復員されたご
長兄と共に大阪市内で鞄製造業を開業し、その後昭和 42 年に先代が
独立して事業を再スタート、その２年後には事業内容をランドセル専
門に特化された個人事業が前身です。平成 11 年に先代が大病を患わ
れて現場を引退されたため、現代表取締役の山本一彦氏が事業を承継
して、平成 18 年 7 月に奈良県橿原市で現社名の法人組織を設立され
ました。

代表取締役社長  山本  一彦

　同社は、奈良県橿原市に奈良本店を置か
れるほか、隣接地に「奈良工房」を、また、
東京都内に「銀座店」と「表参道店」を開
設するなど、使用する側に立った品質と機
能性・デザインにこだわった事業展開をさ
れています。
　山本社長にご苦労話をお聞きすると、「ラ
ンドセルの製造工程は、細かく分けると
300 以上もの工程があります。鞄業界は、
裁断や漉き、縫製などの工程をそれぞれの
専門業者に外注するという「分業制」が主

流です。そんな中、鞄工房山本は先代の頃
から、すべての工程を工房内で行う「一貫
製造体制」にこだわり続けています。それ
により、徹底した品質管理ができ、「確かな
ものをお届けしたい」という企業理念を守
り続けることができるのです。
　苦労話としては、製造の方ではその年の
４月から来年用の製造に取り掛かっていま
す。３月中旬から下旬頃まで製造しますの
で、ゆっくりできる期間はその後の 10 日間
程度しかありません。」とのことでした。
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減
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償
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年
数
表

定
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：
本
体
　
２
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０
０
円
+ 

税

法
人
税
申
告
書
と

決
算
書
の
作
成
手
順

定
価
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体
　
３
，０
０
０
円
+ 
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文
書
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判
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本
体
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個
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保
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価
：
本
体
　
２
，４
０
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+ 

税

マ
ン
ガ
と
図
解

新
・
く
ら
し
の
税
金
百
科

定
価
：
本
体
　
１
，６
０
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円
+ 

税

消
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税
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務
問
答
集

定
価
：
本
体
　
３
，０
０
０
円
+ 

税
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 １ 新任署長あいさつ・異動表

 ２ 税情報

 ４ 事業報告　第７回定時総会　他

 13 会社探訪　株式会社鞄工房山本
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